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　10兆円を上限とします。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出したこと等に伴い、平成29年1月13日に提出した有価証券届出書（平成29年

3月9日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）の

内容に訂正すべき事項が生じましたので、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している下線部　　　　　は訂正部分を示し、＜更新・訂正後＞に記載

している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第1　ファン

ドの状況　5　運用状況」及び「第二部　ファンド情報　第3　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後

の内容です。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

（前略）

＜ファンドの特色＞

（中略）

※１当ファンドにおいてヘッジファンドとは、実質的に債券、株式、リート、コモディティ、為替、先

物、オプション等の売買（空売り等を含みます）や裁定取引等、様々な投資手法を用いる投資信託証

券、各種デリバティブ取引等を積極的に活用する投資信託証券、各種ヘッジファンド指数に概ね連動

する投資成果を目標とする投資信託証券を指します（これらヘッジファンドの基準価額の値動きに概

ね連動する投資成果を目指す円建債券へ投資する投資信託証券を含みます）。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

＜ファンドの特色＞

（中略）

※１当ファンドにおいてヘッジファンドとは、実質的に債券、株式、リート、コモディティ、為替、先

物、オプション等の売買（空売り等を含みます）や裁定取引等、様々な投資手法を用いる投資信託証

券、各種デリバティブ取引等を積極的に活用する投資信託証券、各種ヘッジファンド指数に概ね連動

する投資成果を目標とする投資信託証券を指します（これらヘッジファンドの基準価額の値動きに概

ね連動する投資成果を目指す仕組み債券へ投資する投資信託証券を含みます）。

（後略）

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前略）

②委託会社の概況（平成28年12月30日現在）

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

②委託会社の概況（平成29年 7月31日現在）

（後略）
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２投資方針

（２）投資対象

（参考）投資対象ファンドの概要を以下の内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

（参考）投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ

ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。

以下の内容は、平成29年 7月31日（（★）のファンドに関しては平成29年10月10日）現在、委託会社が知

り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ

ンドに限定されます。

 

1.FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別

目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主要投資対

象とします。

投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、FRM Investment Management

Limited が実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA Fund

Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファンド」※といいます。）の

基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※FRM ダイバーシファイド ファンドは、様々なヘッジファンドに分散投資

することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収

益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株

予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分

割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割

合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投

資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤外貨建資産への直接投資は行いません。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を

含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方

法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資

の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額

一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の投資信託財産の純

資産総額を一部解約又は追加信託の処理を行う前の受益権総口数で除した金額

から、当該金額に0.3％の率を乗じて得た金額とします。

設定日 平成25年10月16日

信託期間 原則として、平成25年10月16日から平成30年10月10日

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

2.FRMシグマ リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として積

極的な運用を行います。

主要投資対象
ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設定された海外籍特別

目的会社の発行する円建債券を主要投資対象とします。
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投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、FRM Investment Management

Limitedが実質的に運用する外国投資信託「FRM Sigma MA Fund Limited（以

下「FRM シグマファンド」といいます。）」の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

②FRM シグマファンドは、主としてシステム運用戦略に基づいて、株式、債

券、金利、商品、為替等各種資産の取引（関連デリバティブ取引を含みま

す。）を行う複数のファンドに投資することで、テールリスク・ヘッジを行

いつつ、中長期における絶対収益の獲得を目指します。なお、システム運用

戦略以外のファンドに投資することもあります。

③原則として、円建債券の組入比率は高位を保ちます。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財

産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第

3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該

新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある

新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総

額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 6/78



設定日 平成24年8月7日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

3.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍

特別目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主

要投資対象とします。

投資態度

①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用

する外国投資信託証券「Pictet Total Return - Diversified Alpha」

（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいま

す。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、

為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに

より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル

ク籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年12月11日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

4. KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍

特別目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主

要投資対象とします。
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投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、Kairos Investment Management

Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」

（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といい

ます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジ

ファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせること

により、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸

島籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年12月11日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

5.ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マザーファンド
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運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、AHL Partners LLP が運用する外

国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN AHL

ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為

替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を

予測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用

を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、

組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該

比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。
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信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

6.米国株式LSマザーファンド（★）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の

発行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資

対象とします。

投資態度

①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上

場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジ

ション）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用
※
を行

います。

※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による

運用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに

類するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価

証券もしくは短期金融商品等により運用されます。

②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替

変動リスクの低減を目指します。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該

比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成29年10月10日

信託期間 原則として無期限

助言会社 三井住友信託銀行株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

7.TCAファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、

日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引（以

下「株価指数先物取引」といいます。）及び債券先物取引を積極的に活用し、

投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の円建短期公社債等並びに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株

価指数先物取引及び債券先物取引を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び

欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引（以下「先物

取引等」といいます。）を行います。

②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から助言を受けます。

③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。

④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲

を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に

100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を

超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建

玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。

⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を

行い、為替リスクの低減をはかります。

⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化

が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用

ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項

第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい

るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ

る新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 6月・12月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。

②分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。た

だし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わな

いことがあります。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月25日

信託期間 原則として無期限

助言会社 三井住友信託銀行株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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8.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

運用会社 ＢＮＰパリバ　インベストメント・パートナーズ株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長

を目指して運用を行います。

主要投資対象

主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。

＜マザーファンドの投資対象＞

主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。

投資態度

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外の

上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指

数であるHFRI総合指数（HFRI Weighted Composite Index）（※）を参照

し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投

資成果を目指します。

②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。

③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜マザーファンドの投資態度＞

①主な投資対象（海外の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッ

ジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を

目指します。

②当ファンドの運用に関しては三井住友信託銀行株式会社より投資助言を受け

ます。

③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を行

います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益

と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産の状況

によっては、分配を行わないことがあります。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成24年8月8日

信託期間 原則として平成24年8月8日から平成34年6月27日

助言会社 マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※「HFRI総合指数
（R）

（HFRI Weighted Composite Index
（R）

）」（以下「HFR指数」）は、ヘッジ・ファ

ンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・

為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用のみ、BNPパリバ インベストメント・パート
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ナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数（当該指数は当該投資信

託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資

判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を発

起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する

妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託

の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について

明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の投

資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用される

方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有し

ます。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。

HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質

の損害も賠償する責任を負いません。

HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合

性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。

 

9.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取

引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」という

ことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リター

ン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為

替先渡取引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」

といいます。）及び為替予約取引を主要取引対象とします。
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投資態度

①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバ

ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま

す。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を

通じて行うことがあります。

②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、

信用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みま

す。

③運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

④実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。

⑤信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純

資産総額の範囲内とします。

⑥債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株

予約権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、

投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

⑦有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の

実質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として

投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には

速やかに調整するものとします。

債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額

の500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとし

ます。

⑧為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。

為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれ

か大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下と

し、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額と

の差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下

とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

⑨資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取

得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法

第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7

号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資

割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一

の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ

リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該

比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信

託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る

取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産

の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して

決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、

元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年4月2日

信託期間 平成25年4月2日から平成38年3月26日

助言会社 三井住友信託銀行株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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10.Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A, H, JPY

投資顧問会社 Standard Life Investments Limited

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等の多様な資産に対して、

様々な投資手法を活用した投資を行うことで、リスクの低減を図りつつ、日

本円短期金利（円LIBOR 6ヶ月物）を上回る投資成果を目指します。

②組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 日本円短期金利（円LIBOR 6ヶ月物）

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

信託報酬

年率0.85％（税抜　年0.85％）

※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸

費用が発生します。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年6月14日

関係法人

・副投資顧問会社

Standard Life Investments (USA) Limited

・管理事務代行会社／保管受託銀行

The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

 

11.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY

管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.

運用の基本方針
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ

取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

主要投資対象

わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び

為替予約取引を主要取引対象とします。

なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

投資態度

①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ

ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な

お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建

（ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ

リバティブ取引を活用することがあります。

③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることがあります。

④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま

す。

②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。
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ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）

収益の分配 収益の分配は行いません。

信託報酬

年率0.74％（税抜　年0.74％）

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行

会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年5月24日

関係法人

・管理会社

BlueBay Funds Management Company S.A.

・投資顧問会社

BlueBay Asset Management LLP

・副投資顧問会社

BlueBay Asset Management USA LLC

・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

12.Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A

投資顧問会社 Numeric Investors LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

②企業の財務情報、市場価格、その他のデータを収集し、モニタリングするシ

ステム運用手法を用いてロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジ

ションを構築します。

主な投資制限

①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは

行いません。

②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

③流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

④受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

⑤一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ

バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年12月の最終ファンド営業日

収益の分配 収益の分配は行いません。
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運用報酬

年率1.5％（税抜1.5％）

上記の他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産

の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミットメ

ントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料

等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運

営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成29年3月10日

信託期間 当該ファンドでは信託期間は定められておりません。

関係法人

・投資顧問会社

Numeric Investors LLC

・管理事務代行会社

State Street Cayman Trust Company, Ltd

・保管受託銀行

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

 

13.マネープールマザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の

短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。

投資態度

①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。

④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ

のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信

託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ

プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取

引を行うことができます。

⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は

異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことが

できます。

⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ

とができます。

⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じ

たとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなった

ときは、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予

約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得

時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％

以下とします。

③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投

資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産ヘの投資は行いません。

⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産

総額の5％以下とします。

⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託

財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内

とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般

社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ

ととします。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オ

プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含み

ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ

り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしま

せん。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月26日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

３投資リスク

〔参考情報〕を以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞
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４手数料等及び税金

（３）信託報酬等

＜訂正前＞

（前略）

(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

（中略）
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ファンド名 信託報酬

FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド ありません。  

FRMシグマ リンク マザーファンド ありません。  

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファン

ド
ありません。  

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド ありません。  

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マ

ザーファンド
ありません。  

TCAファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.864％ （税抜　0.8％）

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド

・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　0.864％ （税抜　0.8％）

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家

専用）
年率 0.864％ （税抜　0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class

D
A, H, JPY

年率　0.85％ （税抜　0.85％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond

Fund － クラスS-JPY
年率　0.74％ （税抜　0.74％）

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral -

Class A
年率　1.5％ （税抜　1.5％）

マネープールマザーファンド ありません。  

 

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報

酬率は変動します。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

（中略）

ファンド名 信託報酬

FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド ありません。  

FRMシグマ リンク マザーファンド ありません。  

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファン

ド
ありません。  

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド ありません。  

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マ

ザーファンド
ありません。  

米国株式LSマザーファンド ありません。  

TCAファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.864％ （税抜　0.8％）

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド

・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　0.864％ （税抜　0.8％）
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マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家

専用）
年率 0.864％ （税抜　0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class

D
A, H, JPY

年率　0.85％ （税抜　0.85％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond

Fund － クラスS-JPY
年率　0.74％ （税抜　0.74％）

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral -

Class A
年率　1.5％ （税抜　1.5％）

マネープールマザーファンド ありません。  

 

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報

酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬

額がかかる場合があります。

（後略）

 

（４）その他の手数料等

その他の手数料等を以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資

対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費

用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに

おいて負担する場合を含みます。）。

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期

間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と

し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ

とができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管

理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入

れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

ません。

また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示して

おりません。

 

（ご参考）

《　仕組み債券の費用にかかる記載　》

・FRM　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、概ね円建債券の評価額に対して年率0.25％が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるFRM ダイバーシファイド ファンドにおいては、運用報酬（FRM ダイ

バーシファイド ファンドの純資産総額に対して年率0.5％）、その他管理費用、監査費用等がかか

ります。

・FRM ダイバーシファイド ファンドが組み入れるヘッジファンドは、一般的に固定報酬（各ヘッジ

ファンドの純資産総額に対して年率0.5％～2.0％程度）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等

がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

 

・FRMシグマ　リンク　マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、概ね円建債券の評価額に対して年率0.25％が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるFRM シグマ ファンドにおいては、運用報酬（FRM シグマ ファンドの純

資産総額に対して年率0.5％）、その他管理費用、監査費用等がかかります。

・FRMシグマ ファンドが組み入れるヘッジファンドは、一般的に固定報酬（各ヘッジファンドの純資

産総額に対して年率0.5％～2.0％程度）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

 

・ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬

（PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して上限年率1.0％）、成功報

酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

 

・ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報

酬（スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成

功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固

定報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管

理費用、監査費用等がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

 

・ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるMAN AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
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AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として

0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま

す。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

 

・米国株式LSマザーファンド

主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費

用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。

・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出

費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。

・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあり

ますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができ

ません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

 

※上記は、平成28年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

 

※上記は、平成29年7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

５運用状況

以下は、平成29年 7月31日現在の状況について記載してあります。

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

（１）投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 53,678,746,791 29.55

投資証券 ルクセンブルク 44,969,065,019 24.75

ケイマン 8,674,830,979 4.78

小計 53,643,895,998 29.53
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親投資信託受益証券 日本 72,168,345,081 39.73

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,178,574,682 1.20

合計(純資産総額) 181,669,562,552 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 

 
 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

投資

比率

(％)

ルクセン

ブルク

投資証券 Global Absolute Return Strategies

Fund-Class D

A, H, JPY

14,403,779.614 1,864 26,848,703,867 1,875 27,007,086,776 14.87

日本 投資信託受益

証券

ヘッジファンド・リターン・ター

ゲットファンド・為替ヘッジあり

（適格機関投資家専用）

24,333,227,645 1.0737 26,126,867,395 1.0849 26,399,118,672 14.53

日本 親投資信託受

益証券

ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リン

ク　マザーファンド

26,008,936,512 0.9999 26,007,301,548 1.0126 26,336,649,112 14.50

日本 親投資信託受

益証券

ピクテ　マルチストラテジー　リン

ク　マザーファンド

18,021,671,166 1.0265 18,499,245,452 1.0301 18,564,123,468 10.22

ルクセン

ブルク

投資証券 BlueBay Investment Grade Absolute

Return Bond Fund － クラスS-JPY

1,808,688.628 9,922.86 17,947,372,175 9,930.94 17,961,978,243 9.89

日本 投資信託受益

証券

TCAファンド(適格機関投資家専用) 19,487,674,968 0.9286 18,096,254,975 0.9206 17,940,353,575 9.88

日本 親投資信託受

益証券

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リン

ク　マザーファンド

9,356,650,277 1.0274 9,613,022,495 1.0459 9,786,120,524 5.39

日本 投資信託受益

証券

マルチ・ストラテジー・ファンド(適

格機関投資家専用)

9,449,837,645 0.9819 9,278,795,583 0.9883 9,339,274,544 5.14

日本 親投資信託受

益証券

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ

ド　リンク　マザーファンド

10,150,690,474 0.8385 8,511,353,963 0.8789 8,921,441,857 4.91

ケイマン 投資証券 Man Numeric Integrated Alpha

Market Neutral-Class A

907,029 9,504.49 8,620,851,642 9,564 8,674,830,979 4.78

日本 親投資信託受

益証券

ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファ

ンド

9,584,604,323 0.8794 8,428,854,439 0.8931 8,560,010,120 4.71

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/78



　

ロ.種類別投資比率

 

 
 

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 29.55

投資証券 29.53

親投資信託受益証券 39.73

合計 98.80

 

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

（３）運用実績

①純資産の推移

 

 

　
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期計算期間末 (平成29年 7月10日) 180,124,923,394 180,124,923,394 10,013 10,013

平成29年 1月末日 499,999 ― 10,000 ―

　　　　 2月末日 84,185,699,394 ― 10,050 ―

　　　　 3月末日 183,127,536,706 ― 10,020 ―

　　　　 4月末日 182,025,313,075 ― 10,028 ―

　　　　 5月末日 181,430,884,903 ― 10,045 ―

　　　　 6月末日 181,001,488,695 ― 10,064 ―

　　　　 7月末日 181,669,562,552 ― 10,095 ―
 

②分配の推移

 

 

　 期　間 1万口当たりの分配金（円）

第1期計算期間 平成29年 1月31日～平成29年 7月10日 0
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③収益率の推移

 

 

　 期　間 収益率（％）

第1期計算期間 平成29年 1月31日～平成29年 7月10日 0.1

 

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）設定及び解約の実績

 

 

　 期　間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第1期計算期間 平成29年 1月31日～平成29年 7月10日 198,645,708,665 18,752,575,108 179,893,133,557

 

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 50,983,156,000 98.39

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 831,979,876 1.61

合計(純資産総額) 51,815,135,876 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM DIVERSIFIED

0% 05/12/25

50,975,000,000 98.46 50,193,561,900 100.01 50,983,156,000 0.000 2025/5/12 98.39

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）

社債券 98.39

合計 98.39
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 16,608,173,400 97.54

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 419,332,372 2.46

合計(純資産総額) 17,027,505,772 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM SIGMA2 0%

05/12/25

18,655,000,000 91.31 17,033,997,250 89.02 16,608,173,400 0.000 2025/5/12 97.54

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

社債券 97.54

合計 97.54
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 35,214,164,130 98.54

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 522,502,296 1.46

合計(純資産総額) 35,736,666,426 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0%

12/15/25

33,799,000,000 101.18 34,201,163,990 104.18 35,214,164,130 0.000 2025/12/15 98.54

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

社債券 98.54

合計 98.54
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 18,361,924,400 97.97

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 379,648,513 2.03

合計(純資産総額) 18,741,572,913 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM MILAN1 0%

12/15/25

17,540,000,000 94.95 16,655,145,120 104.68 18,361,924,400 0.000 2025/12/15 97.97

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

社債券 97.97

合計 97.97
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
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ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 アイルランド 17,456,944,400 98.15

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 328,209,697 1.85

合計(純資産総額) 17,785,154,097 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

アイルラ
ンド

社債券 STAR HELIOS 0%

02/12/26

20,300,000,000 85.74 17,407,114,000 85.99 17,456,944,400 0.000 2026/2/12 98.15

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

社債券 98.15

合計 98.15
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

≪参考情報≫

 
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59

号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133

号)」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成29年 1月31日から平

成29年 7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

１財務諸表

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

（１）貸借対照表

（単位：円）

第1期
（平成29年 7月10日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 3,061,841,734

投資信託受益証券 53,536,910,840

投資証券 53,386,927,684

親投資信託受益証券 71,054,429,040

流動資産合計 181,040,109,298

資産合計 181,040,109,298

負債の部

流動負債

未払解約金 709,360,876

未払受託者報酬 20,489,207

未払委託者報酬 184,402,833

未払利息 5,861

その他未払費用 927,127

流動負債合計 915,185,904

負債合計 915,185,904

純資産の部

元本等

元本 179,893,133,557

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 231,789,837

元本等合計 180,124,923,394

純資産合計 180,124,923,394

負債純資産合計 181,040,109,298

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

第1期
自　平成29年 1月31日
至　平成29年 7月10日

営業収益

受取利息 48

有価証券売買等損益 △311,787,697

営業収益合計 △311,787,649
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第1期
自　平成29年 1月31日
至　平成29年 7月10日

営業費用

支払利息 1,177,012

受託者報酬 20,489,207

委託者報酬 184,402,833

その他費用 943,831

営業費用合計 207,012,883

営業利益又は営業損失（△） △518,800,532

経常利益又は経常損失（△） △518,800,532

当期純利益又は当期純損失（△） △518,800,532

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △17,357,814

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金増加額又は欠損金減少額 813,967,821

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

813,967,821

剰余金減少額又は欠損金増加額 80,735,266

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

80,735,266

分配金 -

期末剰余金又は期末欠損金（△） 231,789,837

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

  

(2)投資証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最

終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等

の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統

計値等に基づいて評価しております。

  

(3)親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

  

２.その他 ファンドの計算期間

当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって

おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、平成29年 1月31日から平成

29年 7月10日までとなっております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
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第1期

(平成29年 7月10日現在)

１. 計算期間の末日における受益権の総数 179,893,133,557口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 1.0013円

(1万口当たり純資産額) (10,013円)

 

　

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

第1期

自 平成29年 1月31日

至 平成29年 7月10日

分配金の計算過程

項目

費用控除後の配当等収益額 A －円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益

額

B －円

収益調整金額 C 233,668,421円

分配準備積立金額 D －円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 233,668,421円

当ファンドの期末残存口数 F 179,893,133,557口

1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12円

1万口当たり分配金額 H －円

収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円

 

 

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
 

 

　

　

第1期

自 平成29年 1月31日

至 平成29年 7月10日

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。
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第1期

自 平成29年 1月31日

至 平成29年 7月10日

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　

第1期

(平成29年 7月10日現在)

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
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区分

第1期

自 平成29年 1月31日

至 平成29年 7月10日

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額 500,000円

期中追加設定元本額 198,645,208,665円

期中一部解約元本額 18,752,575,108円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類

第1期

(平成29年 7月10日現在)

計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

投資信託受益証券 398,269,018

投資証券 △50,899,256

親投資信託受益証券 △660,449,601

合計 △313,079,839
 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

（４）附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式

該当事項はありません。
 

 

　

　(2)株式以外の有価証券

 

 
 

種類 銘　柄 券面総額 評価額(円) 備考

投資信託受益証券 TCAファンド(適格機関投資家専用) 19,520,009,968 18,126,281,256 

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン

ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

24,310,205,267 26,101,867,395 
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マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資

家専用)

9,480,356,645 9,308,762,189 

投資信託受益証券合計 53,310,571,880 53,536,910,840 

投資証券 Global Absolute Return Strategies Fund-

Class D
A, H, JPY

14,398,446.281 26,838,703,867 

BlueBay Investment Grade Absolute Return

Bond Fund － クラスS-JPY

1,807,681.674 17,937,372,175 

Man Numeric Integrated Alpha Market

Neutral-Class A

905,983 8,610,851,642 

投資証券合計 17,112,110.955 53,386,927,684 

親投資信託受益証券 ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド 9,573,407,368 8,418,854,439 

ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザー

ファンド

25,924,894,038 25,922,301,548 

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザー

ファンド

9,385,850,200 9,643,022,495 

ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザー

ファンド

18,050,908,083 18,529,257,147 

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リン

ク　マザーファンド

10,186,038,654 8,540,993,411 

親投資信託受益証券合計 73,121,098,343 71,054,429,040 

合計  177,978,267,564 

 

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

　

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
 

 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。

 

 

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託

受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド
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貸借対照表

平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,041,126,572

社債券 50,332,715,000

流動資産合計 51,373,841,572

資産合計 51,373,841,572

負債の部

流動負債

未払解約金 4,090,000

未払利息 1,993

その他未払費用 1,484

流動負債合計 4,093,477

負債合計 4,093,477

純資産の部

元本等

元本 51,372,516,808

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △2,768,713

元本等合計 51,369,748,095

純資産合計 51,369,748,095

負債純資産合計 51,373,841,572

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

有価証券の評価基準及び評価方法 社債券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

ります。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供

する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 平成29年 7月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 51,372,516,808口

２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年

総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す

る額

元本の欠損 2,768,713円

３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 0.9999円

(1万口当たり純資産額) (9,999円)
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。

  

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分 平成29年 7月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 平成29年 1月31日

期首元本額 72,732,829,656円

期中追加設定元本額 26,916,846,601円

期中一部解約元本額 48,277,159,449円

期末元本額 51,372,516,808円

　

期末元本額の内訳

サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,853,842,033円

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 25,924,894,038円

ＦＯＦｓ用ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用） 21,409,569,357円

ＦＯＦｓ用　ＦＲＭダイバーシファイド・リンク・ファンドＳ（適格機関投資家専

用）
2,184,211,380円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類
平成29年 7月10日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

社債券 139,153,100

合計 139,153,100
 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
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附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式
 

 

該当事項はありません。
 

　

　(2)株式以外の有価証券
 

 

種類 銘　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

社債券 SIGNUM DIVERSIFIED 0% 05/12/25 50,975,000,000 50,332,715,000

合計 50,975,000,000 50,332,715,000
 

　

第２　信用取引契約残高明細表
 

 

該当事項はありません。
 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。
 

ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド

貸借対照表

平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 342,335,991

社債券 16,348,309,250

流動資産合計 16,690,645,241

資産合計 16,690,645,241

負債の部

流動負債

未払解約金 2,040,000

未払利息 655

その他未払費用 807

流動負債合計 2,041,462

負債合計 2,041,462

純資産の部

元本等

元本 18,976,618,859

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △2,288,015,080

元本等合計 16,688,603,779

純資産合計 16,688,603,779
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平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

負債純資産合計 16,690,645,241

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

有価証券の評価基準及び評価方法 社債券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

ります。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供

する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 平成29年 7月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,976,618,859口

２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年

総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す

る額

元本の欠損 2,288,015,080円

３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 0.8794円

(1万口当たり純資産額) (8,794円)

 

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。
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平成29年 7月10日現在

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
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区分 平成29年 7月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 平成29年 1月31日

期首元本額 9,613,521,882円

期中追加設定元本額 10,134,627,044円

期中一部解約元本額 771,530,067円

期末元本額 18,976,618,859円

　

期末元本額の内訳

コア投資戦略ファンド（安定型） 2,444,321,173円

コア投資戦略ファンド（成長型） 2,738,666,682円

分散投資コア戦略ファンドＡ 1,010,973,287円

分散投資コア戦略ファンドＳ 935,470,618円

コア投資戦略ファンド（切替型） 479,999,307円

サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,000,686,916円

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,573,407,368円

ＦＯＦｓ用　ＦＲＭシグマ・リンク・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 793,093,508円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類
平成29年 7月10日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

社債券 △685,688,000

合計 △685,688,000
 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式
 

 

該当事項はありません。
 

　

　(2)株式以外の有価証券
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種類 銘　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

社債券 SIGNUM SIGMA2 0% 05/12/25 18,655,000,000 16,348,309,250

合計 18,655,000,000 16,348,309,250
 

　

第２　信用取引契約残高明細表
 

 

該当事項はありません。
 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。
 

ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

貸借対照表

平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 428,389,028

社債券 35,587,086,640

流動資産合計 36,015,475,668

資産合計 36,015,475,668

負債の部

流動負債

未払解約金 4,667,502

未払利息 820

その他未払費用 837

流動負債合計 4,669,159

負債合計 4,669,159

純資産の部

元本等

元本 35,080,073,041

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 930,733,468

元本等合計 36,010,806,509

純資産合計 36,010,806,509

負債純資産合計 36,015,475,668

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
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平成29年 7月10日現在

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

ります。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供

する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 平成29年 7月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 35,080,073,041口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 1.0265円

(1万口当たり純資産額) (10,265円)

 

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。

  

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。
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平成29年 7月10日現在

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分 平成29年 7月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 平成29年 1月31日

期首元本額 18,814,293,581円

期中追加設定元本額 27,348,674,250円

期中一部解約元本額 11,082,894,790円

期末元本額 35,080,073,041円

　

期末元本額の内訳

サテライト投資戦略ファンド（株式型） 903,249,346円

ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用） 506,133,646円

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 18,050,908,083円

ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用） 14,188,673,052円
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区分 平成29年 7月10日現在

ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専

用）
1,431,108,914円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類
平成29年 7月10日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

社債券 904,578,650

合計 904,578,650
 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式
 

 

該当事項はありません。
 

　

　(2)株式以外の有価証券
 

 

種類 銘　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 34,279,000,000 35,587,086,640

合計 34,279,000,000 35,587,086,640
 

　

第２　信用取引契約残高明細表
 

 

該当事項はありません。
 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。
 

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド
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貸借対照表

平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 307,012,026

社債券 18,226,722,800

未収入金 200,255,250

流動資産合計 18,733,990,076

資産合計 18,733,990,076

負債の部

流動負債

未払解約金 2,361,160

未払利息 587

その他未払費用 919

流動負債合計 2,362,666

負債合計 2,362,666

純資産の部

元本等

元本 18,232,843,114

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 498,784,296

元本等合計 18,731,627,410

純資産合計 18,731,627,410

負債純資産合計 18,733,990,076

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

有価証券の評価基準及び評価方法 社債券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

ります。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供

する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 平成29年 7月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,232,843,114口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 1.0274円

(1万口当たり純資産額) (10,274円)

 

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
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平成29年 7月10日現在

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。

  

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分 平成29年 7月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 平成29年 1月31日

期首元本額 19,630,834,369円

期中追加設定元本額 9,882,092,881円

期中一部解約元本額 11,280,084,136円

期末元本額 18,232,843,114円

　

期末元本額の内訳

サテライト投資戦略ファンド（株式型） 457,304,283円

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用） 363,013,746円

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,385,850,200円

ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用） 7,307,566,846円

ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専

用）
719,108,039円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類
平成29年 7月10日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

社債券 1,389,273,680

合計 1,389,273,680
 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
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附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式
 

 

該当事項はありません。
 

　

　(2)株式以外の有価証券
 

 

種類 銘　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

社債券 SIGNUM MILAN1 0% 12/15/25 17,732,000,000 18,226,722,800

合計 17,732,000,000 18,226,722,800
 

　

第２　信用取引契約残高明細表
 

 

該当事項はありません。
 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。
 

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

貸借対照表

平成29年 7月10日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 168,127,260

社債券 16,635,850,000

未収入金 250,046,100

流動資産合計 17,054,023,360

資産合計 17,054,023,360

負債の部

流動負債

未払利息 321

その他未払費用 518

流動負債合計 839

負債合計 839

純資産の部

元本等

元本 20,338,321,185

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △3,284,298,664

元本等合計 17,054,022,521

純資産合計 17,054,022,521

負債純資産合計 17,054,023,360
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注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

有価証券の評価基準及び評価方法 社債券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

ります。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供

する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 平成29年 7月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 20,338,321,185口

２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年

総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す

る額

元本の欠損 3,284,298,664円

３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 0.8385円

(1万口当たり純資産額) (8,385円)

 

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品

に対して投資として運用することを目的としております。

  

２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信

用リスク、流動性リスク等に晒されております。

  

３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員

会及び経営会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から

検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善

状況の事後点検を行います。
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平成29年 7月10日現在

  

 

　

２．金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
平成29年 7月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分 平成29年 7月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 平成29年 1月31日

期首元本額 21,008,916,028円
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区分 平成29年 7月10日現在

期中追加設定元本額 10,642,879,119円

期中一部解約元本額 11,313,473,962円

期末元本額 20,338,321,185円

　

期末元本額の内訳

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 10,186,038,654円

ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家

専用）
9,304,889,225円

ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンドＳ（適格機関投資

家専用）
847,393,306円

 

　

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

 

種類
平成29年 7月10日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

社債券 △771,264,000

合計 △771,264,000
 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド」の期首
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

附属明細表

第１　有価証券明細表

　(1)株式
 

 

該当事項はありません。
 

　

　(2)株式以外の有価証券
 

 

種類 銘　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

社債券 STAR HELIOS 0% 02/12/26 20,300,000,000 16,635,850,000

合計 20,300,000,000 16,635,850,000
 

　

第２　信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
 

　

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

該当事項はありません。
 

２ファンドの現況

ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 182,174,468,010円　

Ⅱ　負債総額 504,905,458円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 181,669,562,552円　

Ⅳ　発行済口数 179,957,601,460口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0095円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,095円）
 

（参考）

ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 51,921,411,064円　

Ⅱ　負債総額 106,275,188円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,815,135,876円　

Ⅳ　発行済口数 51,168,892,166口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0126円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,126円）
 

ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 17,030,576,804円　

Ⅱ　負債総額 3,071,032円　
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Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,027,505,772円　

Ⅳ　発行済口数 19,066,126,354口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8931円　

　　（1万口当たり純資産額） （8,931円）
 

ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 35,843,507,163円　

Ⅱ　負債総額 106,840,737円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,736,666,426円　

Ⅳ　発行済口数 34,691,107,374口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0301円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,301円）
 

ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 18,794,924,535円　

Ⅱ　負債総額 53,351,622円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,741,572,913円　

Ⅳ　発行済口数 17,918,953,304口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0459円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,459円）
 

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

純資産額計算書

 

（平成29年 7月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 17,857,842,529円　

Ⅱ　負債総額 72,688,432円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,785,154,097円　

Ⅳ　発行済口数 20,236,066,386口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8789円　

　　（1万口当たり純資産額） （8,789円）
 

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

60/78



第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜訂正前＞

(1)資本金の額（平成28年12月30日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成29年 3月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(1)資本金の額（平成29年 7月31日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成29年10月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

平成28年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま

す。）は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 474 8,955,926

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 44 196,233

単位型公社債投資信託 0 0

合計 518 9,152,159

 

＜訂正後＞

（前略）

平成29年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま

す。）は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 482 9,149,087

追加型公社債投資信託 0 0
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単位型株式投資信託 55 214,665

単位型公社債投資信託 0 0

合計 537 9,363,752

 

 

３委託会社等の経理状況

＜更新・訂正後＞

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の

財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以

下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

(2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　平成28年4月1日　

至　平成29年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま

す。

 

 

（１）貸借対照表

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成28年3月31日現在）

当事業年度

（平成29年3月31日現在）

資産の部       

流動資産       

現金及び預金　　　　　　　  16,534,066   20,260,630  

前払費用  102,445   143,622  

未収委託者報酬  5,528,610   5,252,944  

繰延税金資産  121,367   61,677  

その他  5,566   5,474  

流動資産合計  22,292,056   25,724,348  

固定資産       

有形固定資産　　　　　　　       

建物 ※1 55,487  ※1 47,993  

器具備品 ※1 90,924  ※1 73,765  

その他 ※1 3,748  ※1 2,830  

有形固定資産合計  150,160   124,589  

無形固定資産       

ソフトウェア  215,175   221,499  

その他  5,886   6,656  

無形固定資産合計  221,062   228,156  

投資その他の資産       

投資有価証券  63,797   71,153  

長期前払費用  8,021   9,828  

長期貸付金  22,838   19,838  

会員権  25,000   25,000  

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

62/78



繰延税金資産  123,235   137,359  

その他  235   145  

貸倒引当金  △22,838   △19,838  

投資その他の資産合計  220,289   243,485  

固定資産合計  591,512   596,231  

資産合計  22,883,569   26,320,580  

       

       

       

       

       

 

 

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成28年3月31日現在）

当事業年度

（平成29年3月31日現在）

負債の部       

流動負債       

預り金  14,543   13,630  

未払金  3,057,975   2,883,924  

未払収益分配金  －   45  

未払手数料  2,223,498   2,099,678  

その他未払金  834,477   784,201  

未払費用  64,411   67,780  

未払法人税等  1,445,329   863,230  

未払消費税等  246,748   91,120  

賞与引当金  98,630   98,072  

その他  3,100   3,100  

流動負債合計  4,930,740   4,020,860  

固定負債       

資産除去債務  12,926   13,148  

退職給付引当金  389,941   437,197  

その他  3,056   2,065  

固定負債合計  405,924   452,411  

負債合計  5,336,665   4,473,271  

       

純資産の部       

株主資本       

資本金  300,000   300,000  

資本剰余金       

その他資本剰余金  350,000   350,000  

資本剰余金合計  350,000   350,000  

利益剰余金       

利益準備金  68,500   71,500  

その他利益剰余金       

別途積立金  2,100,000   2,100,000  

繰越利益剰余金  14,729,555   19,026,944  
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利益剰余金合計  16,898,055   21,198,444  

株主資本合計  17,548,055   21,848,444  

評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金　  △1,151   △1,134  

評価・換算差額等合計  △1,151   △1,134  

純資産合計  17,546,904   21,847,309  

負債・純資産合計  22,883,569   26,320,580  

       

       

       

 

（２）損益計算書

（単位：千円）

 

前事業年度 当事業年度

（自 平成27年4月　1日

至 平成28年3月31日）

（自 平成28年4月　1日

至 平成29年3月31日）

営業収益       

委託者報酬  32,163,066   30,245,448  

営業収益合計  32,163,066   30,245,448  

営業費用       

支払手数料  14,102,687   12,880,325  

広告宣伝費  126,914   95,688  

公告費  2,765   3,094  

調査費  6,758,898   6,239,223  

調査費  331,886   360,520  

委託調査費  6,425,175   5,876,937  

図書費  1,836   1,766  

営業雑経費  1,399,773   1,460,885  

通信費  17,552   24,920  

印刷費  349,902   370,785  

協会費  26,659   30,665  

諸会費  105   105  

情報機器関連費  927,524   943,725  

その他営業雑経費  78,029   90,684  

営業費用合計  22,391,039   20,679,217  

一般管理費       

給料  2,123,392   1,874,710  

役員報酬  89,280   89,520  

給料・手当  1,759,320   1,526,244  

賞与  274,792   258,946  

退職給付費用  73,742   76,106  

福利費  222,276   221,018  

交際費  6,004   5,612  

旅費交通費  67,392   61,961  

租税公課  73,989   106,691  

不動産賃借料  125,339   113,697  
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減価償却費  126,985   134,710  

業務委託費 ※1 209,510  ※1 486,690  

諸経費  217,580   223,685  

一般管理費合計  3,246,214   3,304,885  

営業利益  6,525,812   6,261,346  

       
       

 

（単位：千円）

 

前事業年度 当事業年度

（自 平成27年4月　1日

至 平成28年3月31日）

（自 平成28年4月　1日

至 平成29年3月31日）

営業外収益       

受取利息  8,092   4,669  

収益分配金  2,026   129  

投資有価証券売却益  350   307  

貸倒引当金戻入  3,000   3,000  

その他  5,272   1,591  

営業外収益合計  18,742   9,697  

営業外費用       

長期前払費用償却 ※1 27,866  ※1 4,644  

支払補償費  1,893   －  

投資有価証券売却損  365   604  

その他  14   0  

営業外費用合計  30,139   5,249  

経常利益  6,514,415   6,265,794  

税引前当期純利益  6,514,415   6,265,794  

法人税、住民税及び事業税  2,183,255   1,889,846  

法人税等調整額  △11,403   45,558  

法人税等合計  2,171,851   1,935,405  

当期純利益  4,342,563   4,330,389  

 

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

 （単位：千円）

 株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 300,000 350,000 350,000

当期変動額    

剰余金の配当    

当期純利益    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   

当期変動額合計 － － －

当期末残高 300,000 350,000 350,000
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 株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 65,500 2,100,000 10,419,991 12,585,491 13,235,491

当期変動額      

剰余金の配当 3,000  △33,000 △30,000 △30,000

当期純利益   4,342,563 4,342,563 4,342,563

株主資本以外の項

目の

当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 3,000 － 4,309,563 4,312,563 4,312,563

当期末残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055

 

 評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 3,235 3,235 13,238,726

当期変動額    

剰余金の配当   △30,000

当期純利益   4,342,563

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△4,386 △4,386 △4,386

当期変動額合計 △4,386 △4,386 4,308,177

当期末残高 △1,151 △1,151 17,546,904

 

当事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

 （単位：千円）

 株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 300,000 350,000 350,000

当期変動額    

剰余金の配当    

当期純利益    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   

当期変動額合計 － － －

当期末残高 300,000 350,000 350,000

 

 株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055

当期変動額      

剰余金の配当 3,000  △33,000 △30,000 △30,000
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当期純利益   4,330,389 4,330,389 4,330,389

株主資本以外の項

目の

当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 3,000 － 4,297,389 4,300,389 4,300,389

当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444

 

 評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904

当期変動額    

剰余金の配当   △30,000

当期純利益   4,330,389

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
16 16 16

当期変動額合計 16 16 4,300,405

当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309

 

 

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し

ております。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 
会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第
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32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28千円増加しております。

 
追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日)を当事業年度から適

用しております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度

（平成28年3月31日）

当事業年度

（平成29年3月31日）

建   物 54,302 千円 62,231 千円

器具備品 263,257 〃 298,576 〃

そ の 他 841 〃 1,759 〃

計 318,401 〃 362,567 〃

 

（損益計算書関係）

※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

 前事業年度

（自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日）

当事業年度

（自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日）

業務委託費 39,733 千円 39,286 千円

長期前払費用償却 27,866 〃 4,644 〃

 

（株主資本等変動計算書関係）

 
前事業年度（自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日）

 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,000 － － 3,000

 
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 
３.剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の

総額（千円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成27年6月30日

定時株主総会
普通株式 30,000 10,000 平成27年3月31日 平成27年6月30日

 
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の

種類

配当金の総

額

（千円）

配当金の

原資

1株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日
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平成28年6月30日

定時株主総会

普通株

式
30,000

利益

剰余金
10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日

 

 
当事業年度（自 平成28年4月1日　至 平成29年3月31日）

 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,000 － － 3,000

 
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 
３.剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の

総額（千円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成28年6月30日

定時株主総会
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日

 
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年6月30日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

 

決議
株式の種

類

配 当 金 の

総額

（千円）

配当金の

原資

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成29年6月30日

定時株主総会

普通

株式
30,000

利益

剰余金
10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日

 

（リ－ス取引関係）

 

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（金融商品関係）

 
１. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については

内部留保を充てております。

 
（2）金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの

と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有

状況を継続的に見直しております。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

 
（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
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者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。

 
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後

も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持

することで、流動性リスクを管理しております。

 
２. 金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　

 
前事業年度（平成28年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額

（1）現金及び預金 16,534,066 16,534,066 －

（2）未収委託者報酬 5,528,610 5,528,610 －

（3）投資有価証券

その他有価証券
63,794 63,794

 
－

（4）未払金 (3,057,975) (3,057,975) －

（5）未払法人税等 (1,445,329) (1,445,329) －

（*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

 
当事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額

（1）現金及び預金 20,260,630 20,260,630 －

（2）未収委託者報酬 5,252,944 5,252,944 －

（3）投資有価証券

その他有価証券
71,149 71,149

 
－

（4）未払金 (2,883,924) (2,883,924) －

（5）未払法人税等 (863,230) (863,230) －

（*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

 
（注1） 金融商品の時価の算定方法

 
（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

 
（3）投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

 
（4）未払金、並びに（5）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

 
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額　　　　（単位:千円）

区分 平成28年3月31日 平成29年3月31日

非上場株式 3 3

これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 
前事業年度（平成28年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 16,534,066 － － －

未収委託者報酬 5,528,610 － － －

投資有価証券

投資信託
－ 6,265 17,912 －

 
当事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 20,260,630 － － －

未収委託者報酬 5,252,944 － － －

投資有価証券

投資信託
－ 10,402 18,313 2,499

 
（有価証券関係）

１．その他有価証券

 
前事業年度（平成28年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                      （単位:千円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの
   

その他 10,329 9,998 330

小計 10,329 9,998 330

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの
   

その他 53,465 55,455 △ 1,989

小計 53,465 55,455 △ 1,989

合計 63,794 65,453 △ 1,659

 

当事業年度（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                       （単位:千円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの
   

その他 15,551 14,322 1,228

小計 15,551 14,322 1,228

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの
   

その他 55,598 58,463 △ 2,864

小計 55,598 58,463 △ 2,864

合計 71,149 72,785 △1,635

（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが

できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており

ません。

 
２．事業年度中に売却したその他有価証券
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前事業年度（自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位:千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

20,015 350 365

 

 
当事業年度（自 平成28年4月1日　至 平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位:千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

12,699 307 604

 

 
（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 
（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し

ております。

 
２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

 前事業年度

（平成28年3月31日）

当事業年度

（平成29年3月31日）

（1）退職給付債務 389,941 437,197

（2）退職給付引当金 389,941 437,197

（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。

 
３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

 前事業年度

（平成28年3月31日）

当事業年度

（平成29年3月31日）

（1）退職給付費用 73,742 76,106

（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,434千円、当事業年度で

14,321千円であります。

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 前事業年度
（平成28年3月31日）

当事業年度
（平成29年3月31日）

繰延税金資産   
未払事業税 86,931 千円 28,688 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,993 〃 6,074 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,437 〃 30,265 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 119,400 〃 133,869 〃
その他 7,674 〃 6,972 〃

繰延税金資産 合計 251,436 〃 205,870 〃

繰延税金負債     
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃

繰延税金負債 合計 △6,833 〃 △6,833 〃

繰延税金資産の純額 244,602 〃 199,037 〃

     
 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、

注記を省略しております。
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（持分法損益等）

該当事項はありません。

 
（セグメント情報等）

（セグメント情報）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 
（関連情報）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
２．地域ごとの情報

（1）営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

 
（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日）

顧客の名称 営業収益

J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 3,979,867千円

（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお

ります。

 
当事業年度（自 平成28年4月1日　至 平成29年3月31日）

顧客の名称 営業収益

J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 3,568,158千円

（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお

ります。

 
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

該当事項はありません。

 
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。

 
（関連当事者情報）

 
１．関連当事者との取引

 
財務諸表提出会社と関連当事者の取引

 
（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要性がないため、記載を省略しております。

 
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
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該当事項はありません。

 
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

 
前事業年度（自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日）

種類

会社

等の

名称

又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

（百万

円）

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連

当事者

との関係

取引の内

容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

兄弟

会社

三井住友

信託銀行

㈱

東京都

千代田区
342,037

信託業務

及び

銀行業務

－

営業上の

取引

役員の兼任

投信販売

代行手数

料等の支

払

10,100,152
未払

手数料
1,682,049

投資助言

費用の支

払

4,834,722
その他

未払金
460,620

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

② 投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

 

 
当事業年度（自 平成28年4月1日　至 平成29年3月31日）

種類

会社等

の名称

又は氏

名

所在地

資本金又

は出資金

（百万

円）

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事

者

との関係

取引の内

容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

兄弟

会社

三井住友

信託銀行

㈱

東京都

千代田区
342,037

信託業務

及び

銀行業務

－

営業上の取

引

役員の兼任

投信販売

代行手数

料等の支

払

9,520,775
未払

手数料
1,563,065

投資助言

費用の支

払

4,979,747
その他

未払金
455,942

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

② 投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

 
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報

 
前事業年度（平成28年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

 
当事業年度（平成29年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

 前事業年度 当事業年度

 （平成28年3月31日） （平成29年3月31日）

1株当たり純資産額 5,848,968円06銭  7,282,436円46銭  

1株当たり当期純利益金額 1,447,521円33銭  1,443,463円05銭  
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(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成27年4月 1日 (自 平成28年4月 1日

 至 平成28年3月31日） 至 平成29年3月31日）

当期純利益 4,342,563千円  4,330,389千円  
普通株主に帰属しない金額 －  －  
普通株式に係る当期純利益 4,342,563千円  4,330,389千円  
普通株式の期中平均株式数 3,000株  3,000株  

 

５その他

＜訂正前＞

(1)定款の変更

委託会社は、平成28年6月30日に社外取締役との責任限定契約に係る規定を追加しました。

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成29年 3月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

＜訂正後＞

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成29年10月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

(1)受託会社

（中略）

②資本金の額：342,037百万円（平成28年9月末日現在）

（中略）

 

(2)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成28年9月末日現在）
事業の内容

（後略）

＜訂正後＞
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(1)受託会社

（中略）

②資本金の額：342,037百万円（平成29年3月末日現在）

（中略）

 

(2)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成29年3月末日現在）
事業の内容

（後略）

３資本関係

＜訂正前＞

（前略）

(参考)再信託受託会社

（中略）

③資本金の額　：51,000百万円（平成28年9月末日現在）

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(参考)再信託受託会社

（中略）

③資本金の額　：51,000百万円（平成29年3月末日現在）

（後略）
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成２９年９月８日

 

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取　　　締　　　役　　　会　　　御中  

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士 山田信之 印

 
 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられているヘッジファンドSMTBセレクション（SMA専用）の平成２９年１月３１日から平成２９年７月１

０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について

監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ヘッジファンドSMTBセレクション（SMA専用）の平成２９年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了

する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

 

平成29年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 白川　芳樹　　　印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 竹内　知明　　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成28年４月１日から平成29年

３月31日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当

監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と

適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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